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国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成 11 年法律第 224 号）（抄） 

最終改正：平成 26 年４月 18 日法律第 22 号 

 

（目的） 

第一条 この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について

交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂

行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行

政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図

るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法

を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性

化を図るため、交流派遣及び交流採用（以下「人事交流」という。）に関し必要な措置

を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。  

 

（定義） 

第二条 この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十四条を除き、国家公

務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第二条に規定する一般職に属する職員をいう。  

２ この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 

一 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社 

二 信用金庫 

三 相互会社 

四 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をそ

の事業の収益（法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国

若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若

しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及

び補助金等（補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 （昭和三十年法律第百

七十九号）第二条第一項に規定する補助金等をいう。）を除く。）によって得ている

本邦法人（次に掲げるものを除く。）のうち、前条の目的を達成するために適切であ

ると認められる法人として人事院規則で定めるもの  

イ 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行

政法人、国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国

立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法（平

成十六年法律第七十四号）第十三条に規定する日本司法支援センター 

ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人であって、総務省設置法（平成十一年法律第九十一号）第四条第十

五号の規定の適用を受けるもの 

ハ 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方

独立行政法人 

資料２－１ 
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ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公

共団体からの出資による法人 

五 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの  

３ この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員（法律により任期を定めて

任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職

員を除く。）を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労

働契約に基づく業務に従事させることをいう。  

４ この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時

勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。  

一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用され

た職員となるため退職したもの  

二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を

継続することができるもの  

５ この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命

権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。  

 

（交流基準） 

第五条 任命権者その他の関係者は、人事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事

項に関し人事院規則で定める基準（以下「交流基準」という。）に従い、常にその適正

な運用の確保に努めなければならない。 

一 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独

立行政法人（以下「特定独立行政法人」という。）であって民間企業に対する処分等

（法令の規定に基づいてされる行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二条第二号

に規定する処分及び同条第六号に規定する行政指導をいう。第十三条第三項及び第二

十条において同じ。）に関する事務を所掌するものと当該民間企業との間の人事交流

の制限に関する事項  

二 国又は特定独立行政法人と契約関係にある民間企業との間の人事交流の制限に関す

る事項  

三 その他人事交流の制度の適正な運用のため必要な事項  

２ 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、交流基準に関し、人事院に意見を述べ

ることができる。  

３ 人事院は、交流基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、人事院規則の定め

るところにより、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。  

 

（民間企業の公募）  

第六条 人事院は、人事院規則の定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公

募するものとする。  
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２ 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募

した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企業が示した人事交流に関する条

件を提示するものとする。 

 

（交流派遣） 

第七条 任命権者は、前条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業に交

流派遣をすることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交

流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定めるところにより、その実施に関

する計画を記載した書類を提出して、当該計画がこの法律の規定及び交流基準に適合す

るものであることについて、人事院の認定を受けなければならない。  

３ 任命権者は、第一項の規定による交流派遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企

業（以下「派遣先企業」という。）との間において、前項の認定を受けた計画に従って、

当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰す

る場合における当該職員と当該派遣先企業との間の労働契約の終了その他交流派遣に当

たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項について取決めを締結しな

ければならない。この場合において、任命権者は、当該職員にその取決めの内容を明示

しなければならない。 

 

（交流派遣の期間）  

第八条 交流派遣の期間は、三年を超えることができない。 

２ 前条第一項の規定により交流派遣をした任命権者は、当該派遣先企業から当該交流派

遣の期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、その申出に理由があると認める場合

には、当該交流派遣をされた職員（以下「交流派遣職員」という。）の同意及び人事院

の承認を得て、当該交流派遣をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、交

流派遣の期間を延長することができる。 

 

（労働契約の締結）  

第九条 交流派遣職員は、第七条第三項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業

との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事する

ものとする。 

 

（交流派遣職員の職務）  

第十条 交流派遣職員は、その交流派遣の期間中、職務に従事することができない。  

２ 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。  

一 国家公務員法第百一条の規定 

二 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律（平成六年法律第三十三号）の規定  
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（交流派遣職員の給与） 

第十一条 交流派遣職員には、その交流派遣の期間中、給与を支給しない。 

 

（交流採用） 

第十九条 任命権者は、第六条第二項の規定により提示された名簿に記載のある民間企業

に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。  

２ 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事院

規則の定めるところにより、その実施に関する計画を記載した書類を提出して、当該計

画がこの法律の規定及び交流基準に適合するものであることについて、人事院の認定を

受けなければならない。  

３ 任命権者は、第一項の規定により交流採用をするときは、同項の民間企業との間にお

いて、第二条第四項第一号に係る交流採用にあっては当該交流採用に係る任期が満了し

た場合における当該民間企業による再雇用に関する取決めを、同項第二号に係る交流採

用にあっては当該交流採用に係る任期中における雇用及び任期が満了した場合における

雇用に関する取決めを締結しておかなければならない。 

４ 第二条第四項第二号に係る交流採用についての前項の取決めにおいては、任期中にお

ける雇用に基づき賃金（労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第十一条 に規定す

る賃金をいう。以下この項において同じ。）の支払その他の給付（賃金の支払以外のも

のであって、人事院規則で定めるものを除く。）を行うことをその内容として定めては

ならない。 

５ 交流採用に係る任期は、三年を超えない範囲内で任命権者が定める。ただし、任命権

者がその所掌事務の遂行上特に必要があると認める場合には、人事院の承認を得て、交

流採用をした日から引き続き五年を超えない範囲内において、これを更新することがで

きる。 

６ 任命権者は、交流採用をする場合には、当該交流採用をされる者にその任期を明示し

なければならない。これを更新する場合も、同様とする。 

 

（官職の制限）  

第二十条 任命権者は、前条第一項の規定により交流採用をされた職員（以下「交流採用

職員」という。）を同項の民間企業（以下「交流元企業」という。）に対する処分等に

関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人

事院規則で定める官職に就けてはならない。 

 


